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令和２年第２回仁木町教育委員会定例会会議録 

 

 令和２年２月１９日、仁木町役場｢応接室｣において、第２回仁木町教育委員会定例会

を開催。 

●出 席 委 員  岩井教育長、加藤教育長職務代理者、関井委員、関委員、 

渡委員 

                       

●会議に参与した者  奈良次長、渡辺所長、濱田係長 

 

岩井教育長 

 

 

 

 

全員 

岩井教育長 

 

 

 

全員 

岩井教育長 

 

 

全員 

岩井教育長 

 

 

 

 

 

全員 

岩井教育長 

 

岩井教育長 

 

 

 

 

 午前９時２５分、開会を宣言。出席者は教育長及び教育委員４名であり、

過半数に達しており、会議は成立した旨を宣する。 

 日程第１、会期決定を上程。会期は、本日１日限りとする旨を宣する。 

 日程第２、会議録承認を上程。 

 異議なきかを問う。 

 なし。 

 日程第２、会議録承認について承認する旨を宣する。 

 日程第３、教育長事務報告について上程。 

 議案により１７件について説明。 

 質疑なきかを問う。 

 なし。 

日程第３、教育長事務報告について承認する旨を宣する。 

 日程第４、報告第１号 区域外就学の承認に関する件について上程。 

本件について、秘密会として取り扱うことに異議なきかを問う。 

 異議なし。 

 本件は、秘密会として取り扱うこととします。 

  

日程第４、報告第１号 区域外就学の承認に関する件について承認する

旨を宣する。 

 日程第５、報告第２号 体罰に係る実態把握に関する件について上程。 

本件について、秘密会として取り扱うことに異議なきかを問う。 

 異議なし。 

 本件は、秘密会として取り扱うこととします。 

  

日程第５、報告第２号 体罰に係る実態把握に関する件について承認す

る旨を宣する。 

 日程第６、議案第１号 仁木町立学校ＩＣＴ推進計画の策定に関する件

について上程。 

 事務局の説明を求める。 



 2 

濱田係長 

奈良次長 

 

 

 

 

 

岩井教育長 

渡委員 

濱田係長 

奈良次長 

岩井教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

関井委員 

奈良次長 

 

濱田係長 

 

関井委員 

濱田係長 

奈良次長 

関井委員 

 

濱田係長 

 

 

 

 

岩井教育長 

全員 

岩井教育長 

 議案により説明。 

 まだ補助要綱が出ておらず額を確定できないため、こちらは今回の補正

予算にのせておりません。補助要綱が出たら３月の定例議会の追加議案と

して補正をかけ予算を確保し、その予算を来年度に繰り越し、４月に入札

をかけて執行する予定でございます。しかし２月上旬に出ると言われてい

た補助要綱がまだ出ていないというのが現状です。後ほど専決で教育委員

会にお諮りします。 

 質疑なきかを問う。 

 管内は進んでいるのか。 

 全国的に進めております。 

 今年整備する町村と来年整備する町村があります。 

 仁木町の場合、今年度から手を挙げていなければ入札が遅れますので、

工事業者がいないだとか端末が用意できないというトラブルの原因になる

と思われます。実質的には今年度でも来年度でも町の負担は変わりません

が、それ以降になれば町の負担が増えていくものですから、トラブル等を

考えて今回の補正予算に組むのがベストだと判断いたしました。管内の状

況といたしましては、恐らく半分以上の町村が補正予算を組むと考えられ、

当初予算も含め相当数があるのではないかと聞いてございます。北後志で

は赤井川村と余市町が今回補正を組むと聞いておりますので、今年と来年

でほぼ後志管内は終わるのではないかと思います。 

１人１台行き渡ったら今使っているパソコンはどうなるのか。 

今回は３分の２の整備となります。今使っているパソコンを３分の１と

いう考え方なので、今使っているパソコンも使います。 

今回整備したのはノートパソコンなので、教室に持っていくこともでき

ます。そういった活用での１人１台です。 

 みんな同じ端末にはならないということか。 

 なりません。 

 一クラス単位では同じ端末を使うことになると思います。 

 先生が黒板に書くのに時間を費やしているように感じる。打ち込んだも

のを画面に一瞬で出るようにしたら授業時間は短くならないのか。 

 そういう活用の仕方がこれから出てくると思います。今は生徒がノート

を書いてる時間も頭に入らないと言われているので、各タブレットに情報

が流れてきてタブレットに直接書き込んだりして書き込んだものを先生に

送って、グループワークや双方向通信ができるソフトもありますので、そ

ういう使い方が今後されていくと思います。 

 他に質疑なきかを問う。 

 なし。 

 日程第６、議案第１号 仁木町立学校ＩＣＴ推進計画の策定に関する件
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奈良次長 

渡辺所長 

岩井教育長 

関井委員 

岩井教育長 

 

 

 

 

 

関井委員 

岩井教育長 

 

 

 

関井委員 

岩井教育長 

 

 

 

 

奈良次長 

関井委員 

 

 

奈良次長 

関井委員 

 

 

加藤職務代理者 

 

奈良次長 

について決定する旨を宣する。 

暫時休憩を宣する。午前１０時２５分 

開会を宣する。  午前１０時３６分 

 日程第７、議案第２号 令和２年度仁木町教育行政執行方針に関する件

について上程。 

 事務局の説明を求める。 

 議案により説明。 

 重点の５つについて議案により説明。 

 質疑なきかを問う。 

 幼保少連携について入れてほしい。 

 保小連携については教育委員会から何をやるか言いにくい部分がありま

す。保育所からこういうことをやりますという約束がないものですから一

歩引いている部分はあります。すでに仁木小学校はにき保育園といろいろ

な取組を行っておりますが、次年度に小学校の校長先生が変わってもしで

きない状況になる可能性もございます。執行方針に入れない中でも推進し

ていきたいという考えはございます。 

 執行方針に入れておかないとやらなくなるのではないか。 

 何ができるのかを考えたときに教育委員会からはなかなか出てきませ

ん。言葉だけで保小連携をやりますとしたときに、何をやるのか議会で話

題になってくるのではないかと思います。今までの取組は説明できますが、

次年度も同じことができるのかという問題があります。 

 執行方針以外で目標のようなものを掲げるものはないのか。 

 基本的には執行方針が１年間の教育委員会としての考え方を示している

ものでございます。それ以外の具体的なものというのは各会計予算の予算

書の中で出てきますが、お金がかかるものの説明資料の位置づけがありま

す。お金がかからないものの必要性というのもわかりますので、検討させ

ていただきたいと思います。 

 関井委員が考える保小連携とはどういうことですか。 

 先生同士ではなく子ども同士が交流していれば良い。一緒に遊ぶだけで

も良い。どちらかというと保育園が小学校に来た方が効果的でないかと思

う。 

 小学生にお兄さん、お姉さん的な心を芽生えさせるということですか。 

 それもあるが、保育園の子にとっていい思い出になるのではないかと思

う。自分が小さいときに人にお世話になったという気持ちや思い出はない

か。 

 仁木町の保育所は町立ではないが、仁木町でこういうことをしてほしい

と言えるものなのか。 

 協力をお願いすることはできますが、目的がないと事業は進められませ
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加藤職務代理者 

岩井教育長 

奈良次長 

岩井教育長 

 

 

 

 

 

 

加藤職務代理者 

岩井教育長 

 

 

 

 

関井委員 

岩井教育長 

 

 

 

 

 

 

全員 

岩井教育長 

 

 

 

 

奈良次長 

岩井教育長 

全員 

岩井教育長 

 

 

 

ん。相手に納得してもらうことができません。 

 今の子どもたちに小１ギャップのようなものはあるのか。 

 環境が変わるので対応が難しいというのはあると思います。 

 中１ギャップからすれば比べものにならないと思います。 

 保育所と小学校の中でも子どもの状況はそれぞれ情報交換しております

ので、手のかかる子がいた場合もその対応について事前に小学校でも把握

しておりますので、小学校に上がって困ったことになるということはあま

りありません。発表会や運動会に校長先生や教頭先生も見に行っており、

保育所の状況もある程度把握しております。遊ぶところから学習するとこ

ろに移ることによる対応が難しくなってくるというのは、小学校１年生よ

りも３・４年生になるときにどんどん出てくるのではないかと思います。 

 そこを目的とするには薄いということになる。 

 目的と効果があってその事業があると考えたときに、何をするためにこ

ういうことをやっていくということが積み上げとしてあるのではないかと

思います。 学校教育基本方針にはコミュニティスクールを入れる予定で

おりますので、その中に幼保小連携について入れることは可能だと思いま

すので、検討いたします。 

 わかりました。 

 今回新たな事業として、小学校１年生に対して１年間通してスキー場の

無料開放をしたいと思っております。せっかくスキー場があるのにスキー

教室に行って終わってしまう子が多いのではないかと思うので、１年間通

して自由に滑れる環境を作ることによって２年生、３年生になっても続け

てくれるのではないかということを目的として、１年生限定ですが取り組

んできたいと思っております。 

 他に質疑なきかを問う。 

 なし。 

 日程第７、議案第２号 令和２年度仁木町教育行政執行方針に関する件

について決定する旨を宣する。 

 日程第８、議案第３号 令和元年度余市郡仁木町一般会計補正予算（第

５号）のうち、教育費に係る意見聴取に関する件（別冊）について上程。 

 事務局の説明を求める。 

 別冊議案により説明。 

 質疑なきかを問う。 

 なし。 

 日程第８、議案第３号 令和元年度余市郡仁木町一般会計補正予算（第

５号）のうち、教育費に係る意見聴取に関する件（別冊）について決定す

る旨を宣する。 

 日程第９、議案第４号 ふれあい遊トピア公園及び仁木町民スキー場の
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奈良次長 

岩井教育長 

全員 

岩井教育長 

 

 

 

 

 

奈良次長 

渡辺所長 

岩井教育長 

全員 

岩井教育長 

 

 

 

 

奈良次長 

岩井教育長 

全員 

岩井教育長 

 

 

 

全員 

岩井教育長 

 

 

 

 

奈良次長 

 

岩井教育長 

奈良次長 

岩井教育長 

指定管理者の指定に係る意見聴取に関する件（別冊）について上程。 

 事務局の説明を求める。 

 別冊議案により説明。 

 質疑なきかを問う。 

 なし。 

日程第９、議案第４号 ふれあい遊トピア公園及び仁木町民スキー場の

指定管理者の指定に係る意見聴取に関する件（別冊）について決定する旨

を宣する。 

日程第１０、議案第５号 令和２年度余市郡仁木町一般会計予算のうち、

教育費に係る意見聴取に関する件（別冊）について上程。 

事務局の説明を求める。 

別冊議案により説明。 

学校給食共同調理場について別冊議案により説明。 

質疑なきかを問う。 

なし。 

日程第１０、議案第５号 令和２年度余市郡仁木町一般会計予算のうち、

教育費に係る意見聴取に関する件（別冊）について決定する旨を宣する。 

日程第１１、議案第６号 仁木町民スキー場設置管理条例の一部を改正

する条例制定に係る意見聴取に関する件について上程。 

事務局の説明を求める。 

別冊議案により説明。 

質疑なきかを問う。 

なし。 

日程第１１、議案第６号 仁木町民スキー場設置管理条例の一部を改正

する条例制定に係る意見聴取に関する件について決定する旨を宣する。 

日程第１２、協議案第１号 当面する教育諸問題について上程。 

 本件について、秘密会として取り扱うことに異議なきかを問う。 

 異議なし。 

 本件は、秘密会として取り扱うこととします。 

  

 次に、２ 当面する行事日程について説明。 

 令和２年第３回仁木町教育委員会定例会の日程は、３月２３日（月）の

午前９時３０分から開催することといたします。 

 ３ その他 （１）令和元年度小・中学校卒業証書授与式、（２）令和２

年度小・中学校入学式について説明。 

 （３）令和２年度転入教職員辞令交付式について説明。 

 （４）仁木町青少年問題協議会委員の推薦について説明。 

 関委員いかがでしょうか。 
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関委員 

岩井教育長 

奈良次長 

 

 

 

岩井教育長 

加藤職務代理者 

 

 

 

 

 

 

 

岩井教育長 

 

 

 

 

全員 

岩井教育長 

 

 了解した。 

 では関委員にお願いいたします。 

 別冊議案１２ページの全国学力・学習状況調査に関する誤った報道につ

いて説明。 

 視察研修を４月２０日頃で調整いたしますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 各委員から報告等なきかを問う。 

 町民の山村開発センター利用者から、建物のことは良いとしても、備品

の点検をしていただき傷んでいるもの、壊れているものを整理してほしい。

カーテンも破れていてバドミントンを行うのも日の光が入り、頼まれれば

縫ってあげられるが、学校の視察はしているようだが山村開発センターの

視察はないのかとのことです。また、無料で利用できるため町外の子ども

たちが来ていることもあり、町内の子どもたちが使うスペースがないとき

もある。余市町総合体育館が有料のため山村開発センターに来ているとの

ことです。 

 指定管理者の関係も改めて関係団体から意見を聞く必要があると考えま

す。現場を見に行っても指定管理者に預けている施設なものですから、指

定管理者からここが壊れているという情報がなければわかりませんので、

なるべく早く関係団体から意見を聞く機会を設けたいと思います。 

 他に報告等なきかを問う。 

 なし。 

 日程第１２、協議案第１号 当面する教育諸問題について協議を終了す

る旨を宣する。 

他になきことを認め、第２回仁木町教育委員会定例会を、閉会する旨を

宣する。 

（閉会 午後０時１４分） 

 

 

 

 

 

 


